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前回からの修正点 

ページ 前回時点 今回 

全体 西暦表記、西暦・和暦併記、省略形表記（例：Ｈ28.3） 和暦表記、非省略形表記 

全体 ― フォント修正 

全体 ― 表記ゆれの修正 

全体 ― 出典の修正（許諾に伴う修正、加工に伴う文言見直し、区資料の文言見直し） 

全体 ― 施策に関連する写真追加 

表紙 ― デザイン追加 

― ― 「はじめに」（区長挨拶）追加 

― ― 交通ルール等に関する「コラム」追加 

p.1 （章タイトル） 

1.はじめに 

 

1.計画の概要 

p.2 

 

 

資料３ 
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ページ 前回時点 今回 

p.8 

  

p.9 

 

 

p.10 （2.現状及び課題 2-1 (1)） 

１）地勢・土地利用 

 

１）地勢 
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ページ 前回時点 今回 

p.17 

出典名修

正 
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ページ 前回時点 今回 

p.21、

p.50 

出典名・

凡例修正 
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ページ 前回時点 今回 

p.22 

凡例修正 

 
図 2-16 

 
図 2-16 
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ページ 前回時点 今回 

p.23 

出典名修

正し、デ

ータを最

新版に 

 
 

p.36 （(8)まとめ 自転車利用環境の２ポツ目） 

区内の自転車関連事故は交通事故全体の 47％を占め、近年増加傾向 

 

区内の自転車関連事故は交通事故全体の 45.5％を占め、近年増加傾向 

p.45 （章タイトル） 

3.計画で目指す計画目標と基本方針 

 

3.計画で目指す目標と基本方針 

p.48、

p.58 

（まもる 施策２） 

交通ルール・マナーに関する周知啓発 

 

交通ルール・マナーに関する広報啓発 
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ページ 前回時点 今回 

p.49 

出典名・

凡例修正 

 
 

 

p.51 （はしる 施策２ １パーキングメーターの撤去の検討／内容） 

自転車ネットワーク路線整備と合わせ、パーキングメーターの撤去を検

討します。 

 

自転車通行空間整備の際に、車の駐車需要等、路線ごとの交通環境を総

合的に判断した上で、パーキングメーターの撤去を検討します。 

p.51 （はしる 施策２） 

２違反車両の削減に向けた周知・啓発 

（内容） 

自転車通行空間上の違法な路上駐車の削減に向け、区のホームページや

各種媒体で広報啓発します。 

 

２違反車両の削減に向けた広報啓発 

 

自転車通行空間上の違法な路上駐車削減に向け、区ホームページや各種

媒体で広報啓発します。また、違法な路上駐車の多い路線に、注意喚起

等の掲示物設置を検討します。 
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ページ 前回時点 今回 

p.52 （とめる 施策１ ２附置義務駐輪場の設置促進） 

 

 

削除 

p.52 （とめる 施策１ ２附置義務駐輪場の設置促進／内容） 

各法令に基づき、附置義務駐輪場の設置を促進します。 

 

「東京都台東区集合住宅及び大規模建築物の建築及び管理に関する条

例（案）」に基づき、百貨店、スーパーマーケットその他の大規模小売店

舗又は飲食店、銀行その他の金融機関、遊技場、総戸数 10 戸以上の集

合住宅への附置義務駐輪場の設置を促進します。 

p.63 （まもる 施策３） 

６自転車点検整備に関する周知・啓発 

 

６自転車点検整備に関する広報啓発 

p.67 
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ページ 前回時点 今回 

p.70 

複合施設

の「・」

を１つに

整理 

出典名修

正 
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ページ 前回時点 今回 

p.71 

出典名修

正 
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ページ 前回時点 今回 

p.72 

出典名修

正 
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ページ 前回時点 今回 

p.73 以上を踏まえ、今回選定したネットワーク路線を下図に示します。 

台東区自転車ネットワーク路線は、各道路が担う役割から、基幹路線、

アクセス路線の種類に分類されます。選定した路線の延長は、約 69.8km

（基幹路線 41km、アクセス路線 20.7km、補完路線 6.8km、隣接区のネ

ットワーク計画との整合性考慮して選定した路線 1.3km）となっており

ます。また、選定した路線の延長は国道、都道、区道を含む値となって

おります。 

なお、自転車ネットワーク路線の路線網密度は 6.9km/km2となり、ガイ

ドラインによると、他自治体の自転車ネットワーク計画の事例では、概

ね１～5km/km2であるため、十分な路線網密度となっています。 

5-2～5-6 までの検討結果を踏まえ、今回選定したネットワーク路線を

下図に示します。 

台東区自転車ネットワーク路線は、各道路が担う役割から、基幹路線、

アクセス路線の種類に分類されます。選定した路線の延長は、約 69.1km

（基幹路線 41.0km、アクセス路線 19.9km、補完路線 7.0km、隣接区の

ネットワーク計画との整合性を考慮して選定した路線 1.1km）となって

おります。また、選定した路線の延長は国道、都道、区道を含む値とな

っております。 

なお、自転車ネットワーク路線の路線網密度は 6.8km/km2となり、ガイ

ドラインによると、他自治体の自転車ネットワーク計画の事例では、概

ね１～５km/km2であるため、十分な路線網密度となっています。 
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ページ 前回時点 今回 

p.73 

出典名修

正 

選定路線

の一部見

直し 

 

 

p.75 （表 5-3） 

優先度：B 15.3km 

 

優先度：Ｂ 14.8km 
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ページ 前回時点 今回 

p.75 

出典名修

正 

 
 

p.77 （自転車事故件数） 

326 件（令和 5 年度） 警察庁オープンデータ 196 件以下 

 

323 件（令和６年） 警視庁「都内自転車の交通事故発生状況（令和７

年２月）」 194 件以下 

 


